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要旨 

我が国では、2 度にわたる石油危機を経験することによって、エネルギー安全保障の観点から、省エネルギー

推進の重要性を認識し、省エネルギー対策を積極的に進めてきた。また、昨今においては、地球温暖化問題に対

する地球規模での懸念が高まっており、特に温暖化防止対策としての省エネルギーの役割が注目されているとこ

ろである。 
とりわけ、エネルギー運用管理の省エネ効果については、2008年の北海道洞爺湖サミットに向けて発表された

国際エネルギー機関（IEA）による、「エネルギー効率向上のための25の勧告」の中で、その重要性について述

べられている等、国際的にも認められている。 
我が国においては、第2次世界大戦前からエネルギー管理に関する制度が存在し、現在に至るまでの半世紀以

上の長期間にわたり、その時々の情勢に応じて制度を柔軟に変化させ徐々に改善してきた。例えば、エネルギー

管理政策が発足した当初は、事業者の自主的努力や省エネに対する意識を促すという省エネルギー促進に対して

間接的な位置付けであった。これに対し、1970年代の二度にわたる石油危機、1990年代の地球温暖化対策の必

要性の高まりを受けて、現在ではエネルギー効率の向上・消費量の削減を強く意識した、より直接的な位置付け

に変化している。このように我が国のエネルギー管理政策は半世紀以上の時間をかけ、その時代に応じて改善を

行ってきたことが特徴だと言える。 
他方、途上国においては、我が国の辿った政策変遷を参考にすることができるため、我が国のように長い時間

を費やすことなく省エネ促進制度の構築が可能である。勿論、社会経済政治情勢やエネルギー需給の特徴は途上

国の間で千差万別であるため、全ての途上国に我が国の制度をそのままの形で移転できるとは限らない。しかし、

「後発性の利益1」 という観点からは、我が国の経験を参考にし、その国々の状況に即した制度を構築していく

ことは今後の省エネルギー政策には有益であると言える。 
そこで本報告においては、我が国のエネルギー管理政策に焦点をあて、第１章においては、その歴史的な変遷

を体系的に整理するとともに実際の制度運用について行った調査について報告をしている。第 2 章においては、

第1章で得られた調査分析をもとに、エネルギー管理指定工場制度の運用に関する理論的仮説を設定し、ヒアリ

ング等による事例分析から得られた知見を整理し結論付けるという政策科学研究における伝統的な研究手法を用

いて制度の評価を行った。 後に第3章においては、第1章および第2章の分析に基づいて、今後のエネルギー

需要の増大が予想される途上国への政策立案に対する示唆をとりまとめた。 
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